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石綿障害予防規則(抄)

(平成１７年２月２４日 厚生労働省令第２１号）

(事前調査)

第３条 事業者は、建築物又は工作物の解体、破砕等の作業(以下「解体等の

作業」という ）を行うときは、石綿等による労働者の健康障害を防止する。

ため、あらかじめ、当該建築物又は工作物について、石綿等の使用の有無を

、 、 。目視 設計図書等により調査し その結果を記録しておかなければならない

２ 事業者は、前項の調査を行ったにもかかわらず、当該建築物又は工作物に

ついて石綿等の使用の有無が明らかとならなかったときは、石綿等の使用の

有無を分析により調査し、その結果を記録しておかなければならない。ただ

し、当該建築物又は工作物について石綿等が吹き付けられていないことが明

らかである場合において、事業者が、当該建築物又は工作物について石綿等

が使用されているものとみなして労働安全衛生法(以下「法」という。)及び

これに基づく命令に規定する措置を講ずるときは、この限りでない。

(石綿等の使用の状況の通知)

、第８条 建築物又は工作物の解体等の作業を行う仕事の発注者(注文者のうち

その仕事を他の者から請け負わないで注文している者をいう。)は、当該仕

事の請負人に対し、当該仕事に係る建築物又は工作物における石綿等の使用

状況等を通知するよう努めなければならない。


